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開議 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○議長（瀧本正德君） おはようございます。ただいまの出席議員は１２人です。定足数に達

していますので、会議は成立しました。 

  これから、本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第１ 報告第１号 

○議長（瀧本正德君） 日程第１、報告第１号 公用車による自動車事故に係る損害賠償事件

に関する専決処分の報告についてを議題とします。 

  報告の朗読を省略して、報告の内容について説明を求めます。 

  総務課長、山田研。 

○総務課長（山田 研君） 報告第１号 公用車による自動車事故に係る損害賠償事件に関す

る専決処分の報告について御説明いたします。 

  今回の公用車事故は、令和２年１１月１０日、出張先の盛岡市内の駐車場において、車両

を発進させた際に、前方に駐車していた車両に接触し、損害を生じさせたことによるもので

あります。 

  損害賠償及び和解の相手方は、紫波郡矢巾町広宮沢、みちのくコカ・コーラボトリング株

式会社であります。 

  損害賠償の額は１９万６４１円で、和解の内容は対人事故及び対物事故による損害を賠償

し、当事者は共に今後いかなる事由が発生しても、本件に関しては異議を申し立てないとす

る和解を、令和３年１月２５日に行ったものであります。 

  以上、地方自治法第１８０条、第１項の規定に基づき、令和３年１月２５日に専決処分し

たので、同条第２項の規定により報告するものであります。 

  なお、公用車を含む事故防止につきましては、日頃から職員に対し控えを捉え、法令の遵

守、安全運転の励行について徹底を図るよう通知をし、注意喚起をしているところでありま

すが、公用車による事故が発生しましたことは、誠に申し訳なく、町民の皆様に深くおわび

申し上げます。 
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  今後は、さらに綱紀の保持と交通法令の遵守について、重ねて指導の徹底を図り、このよ

うな事態を再度起こすことのないよう、今以上に緊張感をもって業務に取り組んでまいる所

存であります。 

  以上で、説明を終わります。 

○議長（瀧本正德君） これから、質疑を行います。 

  発言を許します。 

  ８番、林﨑幸正君。 

○８番（林﨑幸正君） ちょっとこの文章を見てびっくりするのが、これ駐車場の中での事故、

駐車場の中。それで、前も見ないで運転したということになる。前も見ないで追突したとい

う格好なんだ。ちょっと考えられない、私は。出張してる人とは１人なの。１人の運転なの、

これ。１人乗っての事故なの。 

○議長（瀧本正德君） 総務課長。 

○総務課長（山田 研君） 林﨑委員おっしゃるとおり、駐車場内での事故でございます。前

方をよく見ず、不注意であったということで認識をしてございます。人員につきましては、

２人で出張しておりまして、１人がこの事故を起こしてしまったということであります。 

  以上であります。 

○議長（瀧本正德君） 林﨑幸正君。 

○８番（林﨑幸正君） もう一つ、時期的に考えれば、駐車場に除雪した雪があって、溶けた

り凍ったりして水沢江刺駅なんて、とっても駐車場の状況だったんだよ。出るにも出れねえ、

こんなような形やって。そういうふうな状況の駐車場だったのが、幾らも雪がない状況での、

駐車場事故なのか、それどっちなの。水沢の状況、誰がこれ理解する。水沢江刺の駅の駐車

場の雪の量での事故であれば、ああと分かるなと思うんです。それ、どういうふうな状況な

ってるの、その市は。 

○議長（瀧本正德君） 総務課長。 

○総務課長（山田 研君） 事故でございますけれども、日にちが１１月１０日ということで

雪は降っておりませんでした。職員のうっかりした過失、注意散漫ということで、職員には

安全運転の徹底を図るようにということで、強い指導をしているところであります。 

  以上であります。 

○議長（瀧本正德君） ほかに。 

  これで質疑を終わります。 
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  これで、報告第１号 公用車による自動車事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報

告についてを終わります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第２ 報告第２号 

○議長（瀧本正德君） 日程第２、報告２号 上有住地区公民館新築工事の変更請負契約の締

結に関する専決処分の報告についてを議題とします。 

  報告の朗読を省略して、報告の内容について説明を求めます。 

  教育次長、伊藤豊彦君。 

○教育次長（伊藤豊彦君） 報告第２号 上有住地区公民館新築工事の変更請負契約の締結に

関する専決処分の報告について、説明をいたします。 

  上有住地区公民会新築工事の請負契約につきましては、令和２年６月１２日に当初契約の

議会議決をいただき、工事を進めてきたところでありますが、工事内容を変更する必要が生

じたことから、地方自治法第１８０条、第１項の規定に基づき、令和３年２月２４日に専決

処分をしましたので、同条第２項の規定により報告するものでございます。 

  変更前の契約金額は２億２，１８７万円でありますが、それに１８８万９，８００円を増

額し、２億２，３７５万９，８００円に変更したものでございます。 

  工事の変更につきましては、添付の図面により説明いたします。添付の図面を御覧くださ

い。 

  建物西側の隣地との境界付近に石積み擁壁が位置していますが、これらが崩れかかってい

ることが明らかとなったため、石積み擁壁の積み直しを行うものです。 

  また、建物南側の排水配管の施工に際し、当初は樹根を避けて敷設を行う想定としていま

したが、実際に掘削を行ったところ、樹根が管路の支障となることが明らかとなりました。

当該樹根は石積み擁壁に絡みついている状態であり、そのまま伐根を行うと擁壁が崩落して

しまうおそれがあることから、これらの切離し作業を行うものです。 

  最後に、図面中央、民俗資料館に通じる外部階段の施工に際し、既存の石積み擁壁を撤去

したところ、過去に上屋を解体した建築物の基礎と思われる構造物が発見されたことから、

当該基礎の解体を行うものです。 

  なお、工期につきましては、専決への記載はありませんが、当該基礎の解体に要する７日
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間の工期延長を行うものです。 

  以上で、説明を終わります。 

○議長（瀧本正德君） これから質疑を行います。 

  発言を許します。 

  ６番、村上薫君。 

○６番（村上 薫君） 教育委員会の所管ですのでお尋ねいたしますが、この図面を見ていた

だきたいと思います。 

  民俗資料館の、今、裏側のほうで国道の改良中でございますけれども、この国道のほうか

ら入ってくる際に、この今、工事をやっているところの現場事務所があるんですが、そこの

ところの石垣といいますか、今、土砂ののり面になっておりまして、ここの部分、先ほどの

隣地境界線の石積みもありますが、そこらの延長で、きっちりとした整備を今後考えていた

だきたいというふうに考えておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（瀧本正德君） 教育次長。 

○教育次長（伊藤豊彦君） 民俗資料館周辺ということですが、民俗資料館周辺については、

御質問のとおり国道工事が、今、盛んと行われておりまして、民俗資料館裏側のほうが、結

構ぎりぎりになるのかなというふうには考えております。その工事が終了しましたらば、周

辺の状況等を確認していく必要があるなというふうに考えております。 

  また資料館について、本体自体も修復とか修繕という部分が必要なことも出てきておりま

すので、優先順位をつけながら対処していく必要があるなと捉えているところであります。 

○議長（瀧本正德君） 村上 薫君。 

○６番（村上 薫君） 今後の課題ということでお願いしたいと思いますが、いずれこの今の

現状ですと、土のような状態になっておりまして、のり面のところが大雨が降りますと崩れ

るということもありますし、それから、のり面のところですから、草刈り等で今後この地区

公民館を管理していく方々のほうの、ちょっといろんな負担が出てくると思いますので、ぜ

ひ早急に改善をしていただければというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（瀧本正德君） ほかにございませんか。 

  これで質疑を終わります。 

  これで、報告第２号 上有住地区公民館新築工事の変更請負契約の締結に関する専決処分

の報告についてを終わります。 
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──────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第３ 報告第３号 

○議長（瀧本正德君） 日程第３、報告第３号 町営住宅清水沢団地新築工事の変更請負契約

の締結に関する専決処分の報告についてを議題とします。 

  報告の朗読を省略して、報告の内容について説明を求めます。 

  建設課長、佐々木真君。 

○建設課長（佐々木真君） 報告第３号 町営住宅清水沢団地新築工事の変更請負契約の締結

に関する専決処分の報告について御説明いたします。 

  町営住宅清水沢団地新築工事の請負契約につきましては、令和２年７月７日に当初契約の

議会議決をいただき、工事を進めてきたところでありますが、工事内容を変更する必要が生

じたことから、地方自治法第１８０条、第１項の規定に基づき、令和３年２月２４日に専決

処分をしましたので、同条第２項の規定により報告するものでございます。変更前の契約金

額は１億１，１１０万円でありますが、それに１８５万５，７００円を増額し、１億１，２

９５万５，７００円に変更したものでございます。 

  工事の変更につきましては、添付の図面により説明いたします。添付の図面を御覧くださ

い。 

  民家と駐車場が隣接しておりますが、周辺住民との協議から駐車場の駐車場所を民家側か

ら住宅側とすることとし、駐車場に隣接する民家への侵入防止とプライバシー保護のため、

目隠しフェンスを設けることにしたものです。このことにより、車路スペースの確保のため、

２台分の駐車場をあずまや西側に移動することとし、道路からの侵入の切替えに伴って、消

火栓及び車歩道の分離ブロックの移設が生じたものです。 

  また、設置するごみステーションは利用者の安全を考え、扉の開閉を開き戸から引き戸に

変更したものでございます。 

  以上の理由から、増額変更したものでございます。説明を終わります。 

○議長（瀧本正德君） これから質疑を行います。 

  発言を許します。 

  ６番、村上薫君。 

○６番（村上 薫君） 現場を見させていただいておりますが、バス停、現在あるんですけれ
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ども、そちらのほうは今回あずまやとか立派なその団地の中にできますので、そうしますと

バス停で待ち合わせするとか、そういう乗り降りの際も非常に楽やったなと思いますが、こ

の現在のバス停を移動するという考え方と、それからもう一つは、今回６５歳以上の高齢者

の方、お一人暮らしの高齢者の方がお住まいになるという４世帯分があるわけですが、お一

人ということで、何歳の方が御入居なるか分かりませんけれども、見守りという点でどうい

うふうに考えているのか、その点をお伺いいたします。 

○議長（瀧本正德君） 建設課長。 

○建設課長（佐々木真君） まずはバス停の関係でございますけれども、現在のバスステーシ

ョン、バス待合場所をあずまやのほうに置かせていただいて、そちらでバスを待っていただ

くというものにするものでございます。 

  また、入居者の見守りというところでございますけれども、入居予定者につきましては、

６５歳以上の高齢者を考えてございますけれども、その見守りという部分でございますけれ

ども、当面はそういった見守りについての対策について、建設課の部分では考えてございま

せんが、状況に応じまして、保健福祉課のほうと連携を取りながらということになろうかと

思ってございます。 

○議長（瀧本正德君） 保健福祉課長、佐々木光彦君。 

○保健福祉課長（佐々木光彦君） それでは、私のほうから見守りの関係でお答えをさせてい

ただきますけども、入る方々がどのようなサービスを使ってる方、あるいは使ってない方、

全然ちょっと分からないわけですけども、いずれ通常の場合でも、例えば郵便集配人の方々

が郵便物のたまり具合とか、そういう部分に異変を感じれば、保健福祉課あるいは包括支援

センターのほうに、個々のお宅の動きがないようだというような情報みたいな部分もいただ

くような協定も結んでおりますので、そういった形での見守り、あるいは地域での民生委員

の方々の日常的な見守りといった部分での対応になるのではないかなというふうに思ってお

ります。 

○議長（瀧本正德君） 村上薫君。 

○６番（村上 薫君） 火石団地のほうにも、今お一人暮らしの高齢者のお住まいということ

で造っているわけですので、ぜひ今後の高齢化社会の見守りということで、保健福祉課のほ

う含めて対応していただければと思います。 

  以上です。 

○議長（瀧本正德君） ほかにございませんか。 
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  これで質疑を終わります。 

  これで、報告第３号 町営住宅清水沢団地新築工事の変更請負契約の締結に関する専決処

分の報告についてを終わります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第４ 承認第１号 

○議長（瀧本正德君） 日程第４、承認第１号 令和２年度住田町一般会計補正予算（第９号）

の専決処分に関し、承認を求めることについてを議題とします。 

  承認案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 

  企画財政課長、菅野享一君。 

○企画財政課長（菅野享一君） 承認第１号 令和２年度住田町一般会計補正予算（第９号）

の専決処分に関し、承認を求めることについて御説明いたします。 

  今回、専決処分した補正予算は、規定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２，６７８万６，

０００円を追加し、歳入歳出の予算の総額をそれぞれ５８億４，６５２万９，０００円とし

たものであります。 

  それでは、補正後の歳入歳出予算を、第１表により御説明いたします。 

  まず、歳入について御説明いたします。 

  ２ページをお開き願います。 

  なお、詳細は７ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書の２．歳入を御覧ください。 

  １４款国庫支出金１７８万６，０００円の増は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確

保事業費補助金の計上によるものであります。 

  １８款繰入金２，５００万円の増は、財政調整基金繰入金の増によるものであります。 

  続きまして、歳出について御説明いたします。 

  ３ページをお開き願います。 

  なお、詳細は８ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書の３．歳出を御覧ください。 

  ４款衛生費１７８万６，０００円の増は、消耗品費９５万９，０００円の増が主なもので

あります。 

  ６款農林業費６１１万５，０００円の増は、農林水産物直売・食材供給施設空調設備更新

工事費の計上が主なものであります。 
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  ７款商工費１，０２２万円の増は、住田町プラスアップ事業協力金３，９２２万円の減が

主なものであります。 

  ８款土木費３，０００万円の増は、道路除雪委託料の増が主なものであります。 

  １４款予備費８９万５，０００円の減は、予算調整によるものであります。 

  以上、令和２年度住田町一般会計補正予算（第９号）は緊急を要するため、議会を招集す

る時間的余裕がなかったことから、令和３年１月７日に地方自治法第１７９条、第１項の規

定により専決処分を行ったものであります。 

  以上で、説明を終わります。 

○議長（瀧本正德君） これから質疑を行います。 

  発言を許します。 

  ５番、佐々木春一君。 

○５番（佐々木春一君） 私からは８ページの歳出、４款衛生費の補正額１７８万６，０００

円についてでありますが、歳入のコロナワクチンの接種体制確保事業と同額でありますから、

ワクチン接種に係る事業であろうと思います。そこで、健康管理システムの改修委託の事業

と消耗品費が計上されているわけですが、そこで、昨日辺りの国会の議論を見ても、なかな

か各地域での自治体の対応に的確に指示できるようなことがなってないということで、担当

部門とすれば大変だろうと思うんですが、東京においての今後のワクチン接種の通知とか、

あとは接種後の１回目、２回目という管理の在り方をどのようになっているか、チケットと

かクーポン券とかというふうなことで確認を取るという情報も一部あるわけでありますが、

当町での対応について伺います。 

○議長（瀧本正德君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐々木光彦君） 今回のこの補正につきましては、ここに書いてありますと

おり、健康管理システムの改修委託をします。それをすることによりまして、接種券、クー

ポン券ですが、その接種券が発行できる機能をまず確保すると。そのための補正を今回行っ

たものです。この接種券をバーコードがついたものが、接種券が皆様のほうに行くことにな

っておりますので、接種会場でそのバーコードを読み取りをして、どの人が何回の接種をし

たというようのをＶ－ＳＹＳというシステムが、また別のシステムがあるわけですが、そち

らのほうにクラウド上でやり取りをして、管理をするようなシステムを構築しようとするも

のでございます。 

○議長（瀧本正德君） 佐々木春一君。 
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○５番（佐々木春一君） 接種券ということで、もう一つは確認したいと思うのは、届いて接

種窓口で接種手続をする方の部分での管理はできるけども、それらの接種の意向を管理する

前提で、接種の会場に出向く、出向かないという部分の管理の部分はどうなるのか、その辺

のところ、再度確認させていただきます。 

○議長（瀧本正德君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐々木光彦君） 先般の一般質問の際にもお答えした部分でございますけど

も、今回の接種につきましては、基本的には努力義務という法律の下でやるわけですけども、

受ける方の、受ける受けないの、まず意思表示が必要だということで、一般質問の中では、

例えば往復はがきのようなもので、意思表示をしてもらうというようなことをお話ししまし

たけども、いずれ往復はがきになるのか封書になるのかは、ちょっとこれからまた検討を要

するわけですが、そういった部分で、意思確認をした上で接種に来ていただいて、ワクチン

接種を受けていただくというようなことを、今、想定しているところでございます。 

○議長（瀧本正德君） ほかにございませんか。 

  ７番、阿部祐一君。 

○７番（阿部祐一君） ８ページの土木費の除雪委託料についてお伺いいたします。 

  今年度は大雪ということで、除雪の出動回数が多かったわけでございますが、私の下在地

域ですが、少なくても４回の出動があったかとは思うんですが、住民の方々からは２回しか

来てないという話がございました。 

  それで、委託していることはよろしいんですけれども、そういう業者の範囲、請負業者の

そういう認識ですか、それがちょっとなされていなかった面もありますが、そういうところ

はどうなっているのかお伺いいたします。 

○議長（瀧本正德君） 建設課長。 

○建設課長（佐々木真君） 除雪の出動につきましては、目安としましては７センチ以上の降

雪があった場合というところで、基準の目安としているところでございますけれども、また

こちらのほうで、建設課のほうで道路パトロールをしている際などについて、除雪が必要だ

というような場合には、業者のほうに連絡して出動していただくというようなところで実施

をしているところでございます。 

○議長（瀧本正德君） 阿部祐一君。 

○７番（阿部祐一君） 主に田ノ上、田谷地区、田畑まででございますが、和山、山谷のほう

は歩いているんですが、去年の１２月に抜けませんでしたし、あとは住民から情報が寄せら
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れましたので、やってほしいということは、町のほうの建設課のほうで対応してもらいまし

たが、どう見ても建設業者がちょっと自分の範囲を認識していないんじゃないのかなという

ふうに思われましたので、そういう文書を見ましても田ノ上、田谷地区というのは載ってな

いんです、下在方面だけで。そういうこともありましたので、あとは、そういうやった実績

に応じて払っていると思うんですが、もちろん写真撮ったりまったりしてから、請求される

と思うんですが、そういうものの確認はちゃんとしていただきたいと思うんですが、どうな

っているんでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（瀧本正德君） 建設課長。 

○建設課長（佐々木真君） 支払いの確認というところでありますけれども、降雪の状況等の

写真等つけていただいておりますし、また出動の記録を確認させて支払っているという状況

でございます。 

○議長（瀧本正德君） ほかにございませんか。 

  これで質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。 

  原案に反対者の発言を許します。 

          〔発言する人なし〕 

○議長（瀧本正德君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

          〔発言する人なし〕 

○議長（瀧本正德君） 討論なしと認めます。 

  これから、承認第１号 令和２年度住田町一般会計補正予算（第９号）の専決処分に関し

承認を求めることについてを採決します。 

  承認第１号は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

          〔起立多数〕 

○議長（瀧本正德君） 起立多数であります。 

  したがって、承認第１号 令和２年度住田町一般会計補正予算（第９号）の専決処分に関

し承認を求めることについては、原案のとおり承認されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第５ 承認第２号 



－126－ 

○議長（瀧本正德君） 日程第５、承認第２号 令和２年度住田町一般会計補正予算（第１０

号）の専決処分に関し、承認を求めることについてを議題とします。 

  承認案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 

  企画財政課長、菅野享一君。 

○企画財政課長（菅野享一君） 承認第２号 令和２年度住田町一般会計補正予算（第１０号）

の専決処分に関し、承認を求めることについて御説明いたします。 

  今回、専決処分した補正予算は、規定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２，６６６万１，

０００円を追加し、歳入歳出の予算の総額をそれぞれ５８億７，３１９万円としたものであ

ります。 

  それでは、補正後の歳入歳出予算を、第１表により御説明いたします。 

  まず、歳入について御説明いたします。 

  ２ページをお開き願います。 

  なお、詳細は５ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書の２．歳入を御覧ください。 

  １４款国庫支出金２，６６６万１，０００円の増は、新型コロナウイルスワクチン接種体

制確保事業費補助金の増によるものであります。 

  続きまして、歳出について御説明いたします。 

  ２ページをお開き願います。 

  なお、詳細は６ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書の３．歳出を御覧ください。 

  ４款衛生費２，６６６万１，０００円の増は、新型コロナウイルスワクチン接種用備品購

入費の計上が主なものであります。 

  以上、令和２年度住田町一般会計補正予算（第１０号）は緊急を要するため、議会を招集

する時間的余裕がなかったことから、令和３年２月１日に地方自治法第１７９条、第１項の

規定により専決処分を行ったものであります。 

  以上で、説明を終わります。 

○議長（瀧本正德君） これから質疑を行います。 

  発言を許します。 

  ６番、村上薫君。 

○６番（村上 薫君） 質問いたします。 

  ６ページの歳出、４款の衛生費の一番上になりますが、予防接種の健康被害調査委員会と

いうことで、報酬が１２万円ほど計上されております。この調査委員会という非常に大事な
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ものだというふうに思いますが、どういう方々がどういう、何人で、どういう期間でこの調

査委員会というものを設置するのか、まずお尋ねいたします。 

○議長（瀧本正德君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐々木光彦君） 予防接種健康被害調査委員会についての御質問にお答えを

いたします。 

  まず、この調査委員会の任務としましては、健康被害が発生したことによる疾病状況の調

査、あるいは診療内容に関する資料収集というのが１つあります。それから、必要な場合に

行う特殊検査、そういったものへのアドバイス、助言をすると。それから調査報告書の作成

をするというような用務がございます。 

  組織としましては、学識経験者、それから地区医師会の代表、それから所管の保健所長、

それから町の関係職員ということで、任期につきましては、健康被害に関する調査が完結す

るまでというようなことになってございます。 

○議長（瀧本正德君） 村上薫君。 

○６番（村上 薫君） 予防接種全般というふうな捉え方でいいのかとは思いますが、いずれ

今回ワクチン接種があるということで、特にもこの調査委員会というのは重要になってくる

んだなというふうに思います。 

  それで、ワクチン接種につきまして、副反応とかいろいろちょっと出ている部分もありま

すが、数は少ないということですが、それでも心配される方々がおるということで、例えば

相談窓口は、特にコールセンターみたいなところは設けないということで一般質問ではあり

ましたが、もし健康被害があった場合は、町のほうの相談窓口にまずお尋ねをして、それか

ら具体的にもしあった場合は、こういう健康調査、被害調査委員会という形の流れになるの

でしょうか。 

○議長（瀧本正德君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐々木光彦君） 今、委員おっしゃったとおりになると思います。おっしゃ

ったとおり、コールセンターという形では、住田町の場合は設置はしませんけども、常時相

談窓口ということで開設をしておりますので、何かその症状の変化、例えばちょっと熱が出

ているようだけれどもみたいなこととか、そういう部分の御相談は保健福祉課のほうにお寄

せいただいて構いませんし、うちのほうでお答えできかねる部分については、県が設置する

コールセンターのほうにおつなぎをするというような形にさせていただきたいというふうに

思っております。 
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○議長（瀧本正德君） ほかに。 

  ５番、佐々木春一君。 

○５番（佐々木春一君） 同じく６ページで、１４節の工事請負費、備品購入費、計上になっ

ているわけですが、この中で超低温冷凍庫電源設備工事費と接種用の備品購入費が計上にな

っているわけです。この工事の場所についてはどちらを考えているか、あわせて、備品はど

ういったものになるのか、お伺いします。 

○議長（瀧本正德君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐々木光彦君） まず１点目の超低温冷凍庫、ディープフリーザーでござい

ますけども、設置場所は住田地域診療センターでございます。 

  それから、関係する備品購入関係でございますけれども、まず１つは接種会場で受付をす

るときに使用するパソコンを整備する予定ですし、あとは先ほどのディープフリーザーに併

用して、解凍した後に保存をしておく薬用保冷庫、それも整備する予定となっております。

あとそれから、接種会場で使用するテーブルとか椅子の関係も、今回新たに整備をしようと

思っておりますし、それからパネルとかパーティションとか、そういった飛沫感染の部分の

感染症対策部分の備品を整備する予定でございます。 

○議長（瀧本正德君） 佐々木春一君。 

○５番（佐々木春一君） 保冷庫の電源設備工事に当たっては、これまで国内でも１か所電源

の量が少なくて事故を起こした事例もあるようですので、いずれ低温冷凍庫ということで、

その使用に耐えられるように管理をして工事をやっていただければと、１つ思います。 

  あと２つ目は、一般質問の中でも、接種場所については、あるいは２つのところは診療セ

ンターということでありましたけれども、高齢者施設、特に特養すみた荘等の施設に当たっ

ては、その施設を利用して接種するということも、県の方針等見ると対応できる方向のこと

が示されておりました。その場合に、今備品の購入の中に保冷庫、移動用のパックコンテナ

等も考えているようですので、そうした状況からすると、高齢者の施設にも移動して接種が

できるのではないかと思われますが、その点のこれまでの接種日程なり、接種場所の検討の

中では、いかがになっているのか、確認させていただきます。 

○議長（瀧本正德君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐々木光彦君） これまで当課のほうでも様々検討はして現在いるところで

ございます。現在の想定としましては、すみた荘につきましては、医療スタッフのほうが出

向いて行って、施設でやるような形でやりたいなということで、調整を現在しているところ
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でございます。 

  あとは、保冷関係の部分なんかも、準備をしながらやっていきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（瀧本正德君） 佐々木春一君。 

○５番（佐々木春一君） 施設については分かりました。 

  あともう一つ、各地域に課題にしているのは、高齢者の、特に当町においても一人暮らし、

あるいは高齢者世帯というのは多くなって、これまでの福祉のサービスの部分ですと、ミニ

デイサービスにするにしても、そういった対応は、予想の体制を取りながら集めて対応して

きた例が多いわけでありますが、この予防接種に当たっては、一般質問の中ではそれぞれの

御家庭、あるいは近隣等の協力でというお話もありましたけれども、再度その辺のところの

対応について、確認させていただければと思います。 

○議長（瀧本正德君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐々木光彦君） そこの部分につきましても、現在検討を重ねているところ

でございますけれども、例えば、訪問診療をやっていらっしゃる方であれば、その訪問診療

先、御自宅でということもありますし、あとは、特に遠方の高齢者の方々につきましては、

運転免許証を持っていないという方々もかなり多いかと思いますので、今回の補正予算の中

で、１３節に自動車借上料という部分で計上させていただいておりますが、高齢者用のバス

の借上料というような形で、手だてをさせていただいて、遠方の方々の高齢者の利便を図り

たいなと、接種が受けやすい体制を取りたいなというふうに考えているところでございます。 

○議長（瀧本正德君） ほかにございませんか。 

  これで質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。 

  原案に反対者の発言を許します。 

          〔発言する人なし〕 

○議長（瀧本正德君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

          〔発言する人なし〕 

○議長（瀧本正德君） 討論なしと認めます。 

  これから、承認第２号 令和２年度住田町一般会計補正予算（第１０号）の専決処分に関

し、承認を求めることについてを採決します。 

  承認第２号は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 
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          〔起立多数〕 

○議長（瀧本正德君） 起立多数であります。 

  したがって、承認第２号 令和２年度住田町一般会計補正予算（第１０号）の専決処分に

関し、承認を求めることについては、原案のとおり承認されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第６ 議案第７号 

○議長（瀧本正德君） 日程第６、議案第７号 令和２年度住田町一般会計補正予算（第１１

号）を議題とします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 

  企画財政課長、菅野享一君。 

○企画財政課長（菅野享一君） 議案第７号 令和２年度住田町一般会計補正予算（第１１号）

について御説明いたします。 

  今回の補正予算は、規定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ３億３，９７３万９，０００円

を追加し、歳入歳出の予算の総額をそれぞれ６２億１，２９２万９，０００円とするもので

あります。 

  初めに、補正後の歳入歳出予算を、第１表により御説明いたします。 

  まず、歳入について御説明いたします。 

  ２ページをお開き願います。 

  なお、詳細は１１ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書の２．歳入を御覧ください。 

  １款徴税１３２万８，０００円の減は、町たばこ税９２万３，０００円の減が主なもので

あります。 

  ７款地方消費税交付金４９８万９，０００円の増は、地方消費税交付金の増によるもので

あります。 

  １２款分担金及び負担金５万３，０００円の減は、保育所運営費一部負担金２４万６，０

００円の減が主なものであります。 

  １３款使用料及び手数料１１９万４，０００円の減は、町営住宅使用料１１１万７，００

０円の減が主なものであります。 

  １４款国庫支出金３，００１万円の減は、社会資本整備総合交付金１，４１２万５，００
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０円の減が主なものであります。 

  １５款県支出金４億３，３１３万７，０００円の増は、畜産競争力強化整備事業費補助金

４億４，６１３万５，０００円の計上が主なものであります。 

  １６款財産収入２３２万６，０００円の増は、基金運用収入７２３万円の計上が主なもの

であります。 

  １８款繰入金９，１９５万９，０００円の減は、財政調整基金繰入金９，０００万円の減

が主なものであります。 

  ２０款諸収入３，４４３万１，０００円の増は、オフセット・クレジット料２，９０２万

１，０００円の増が主なものであります。 

  ２１款町債１，０６０万円の減は、町道改良等１，２６０万円の減が主なものであります。 

  続きまして、歳出について御説明いたします。 

  ４ページをお開き願います。 

  なお、詳細は２２ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書の３．歳出を御覧ください。 

  ２款総務費２，４４７万５，０００円の増は、地域情報通信基盤施設整備基金積立金３，

０００万円の計上が主なものであります。 

  ３款民生費３，８１０万２，０００円の減は、光熱費支援給付金５５０万円の減が主なも

のであります。 

  ４款衛生費１，２８７万５，０００円の減は、簡易水道事業会計繰出金２６４万円の減が

主なものであります。 

  ６款農林業費４億３，１１４万３，０００円の増は、畜産競争力強化整備事業費補助金４

億４，６１３万５，０００円の計上が主なものであります。 

  ７款商工費５４２万６，０００円の減は、修繕料１００万円の減が主なものであります。 

  ８款土木費４，３８９万９，０００円の減は、道路改良等工事費の減が主なものでありま

す。 

  ９款消防費４４４万９，０００円の減は、備品購入費の減が主なものであります。 

  １０款教育費１，２９３万７，０００円の減は、奨学資金貸付金５４８万円の減が主なも

のであります。 

  １１款災害復旧費５８万５，０００円の減は、公共用財産災害復旧費、工事費の減による

ものであります。 

  １４款予備費２３９万４，０００円の増は、予算調整によるものであります。 
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  次に、繰越明許費を第２表により、御説明いたします。 

  ６ページをお開き願います。 

  ２款総務費、１項総務管理費、公共施設等総合管理計画個別計画策定事業及び地域情報通

信基盤施設放送機器更新事業、同じく３項戸籍住民台帳費、戸籍システム改修事業、４款衛

生費、１項保健衛生費、新型コロナウイルスワクチン接種事業及び飲料水施設整備事業、６

款農林業費、１項農業費、畜産競争力強化整備事業、１０款教育費、２項小学校費、学校保

険特別対策事業費、同じく３項中学校費、学校保険特別対策事業費は実施期間に日数を要す

るため、繰越しし予算執行を行おうとするものであります。 

  次に、債務負担行為の補正を、第３表により御説明いたします。 

  ７ページをお開き願います。 

  今回の補正は追加であります。庁舎等建物清掃委託を追加しようとするもので、期間は令

和３年度、限度額は７９１万９，０００円であります。 

  次に、地方債の補正を、第４表により御説明いたします。 

  ８ページをお開き願います。 

  今回の補正は、変更及び廃止であります。変更は次の４事業であります。木工館浄化槽設

置事業を５０万円減額し７５０万円に、町道改良等事業を１，２６０万円減額し２，５５０

万円に、町営住宅整備事業を３７０万円増額し１億２，８１０万円に、過疎地域自立促進事

業を１００万円減額し６，２１０万円にしようとするもので、記載の方法、利率、償還の方

法については、補正前と同じであります。廃止は、滝観洞観光施設整備事業２０万円であり

ます。 

  以上で、説明を終わります。 

○議長（瀧本正德君） これから質疑を行います。 

  発言を許します。 

  ２番、荻原勝君。 

○２番（荻原 勝君） ３点、伺います。 

  ３１ページ、６款農林業費の１項農業費の３目の運用振興費の３１ページのところ、４目

の畜産振興費、３１ページの畜産競争力強化整備事業費補助金４億４，６１３万５，０００

円について伺います。 

  これ、繰越明許費のところにもありましたけれども、鶏舎を９棟建てるというようなもの

だというふうに伺ってますが、補正として高額なので、もう少しどのようなものなのか伺い
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たいと思います。 

  それで２点目として、同じところで、国の補助金ということで町を通すということのよう

ですけども、町の農家にとってどんな恩恵があるのか、またはそれとも、もっと独立した感

じのものなのかということを伺いたいと思います。 

  それから３点目。これは３３ページ、土木費の３、道路新設改良費のところの１８節負担

金補助金及び交付金のところの昭和橋架替事業費負担金について伺います。 

  これは昭和橋架替に伴う仮設橋のことだと思います。これは、この数字が示すのは、仮設

橋の住田町の分が４，２００万円になったということだと思いますが、どうかということと、

それから総額はどうなのか。県と町の負担率についても伺いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（瀧本正德君） 農政課長、横澤則子君。 

○農政課長（横澤則子君） 私からは１点目の畜産競争力強化整備事業補助金について、お答

えをいたします。 

  この事業は、住田町チキンクラスター協議会の計画の事業でありまして、取組主体は株式

会社チキンファーム住田でございます。計画の中で、令和元年度１２１万３，０００羽の使

用規模を令和６年度１３７万８，０００羽の目標を達成するために、新たに鶏舎９棟、管理

棟１棟、資材庫１棟、敷料保管庫１棟などの整備を進めるものでございます。国の令和２年

度の補正予算に計上をされましたので、今回、町の予算に計上をし、事業は令和３年度へ繰

り越されるというものでございます。使用規模が大きくなるということで、住田町全体の養

鶏の安定供給が図られるということと、新たに雇用も発生するというような状況があります。 

  以上です。 

○議長（瀧本正德君） 建設課長。 

○建設課長（佐々木真君） 私からは昭和橋の負担金についてお答えいたします。 

  まず、負担の割合でございますけれども、県との基本協定によりまして、町では４７．１

４％を負担するということになってございます。 

  また、今年度の４，２００万円についてでございますけれども、全体事業費としては８，

９００万円、令和２年度の協定書の中の８，９００万円に対しての負担金というところで、

仮設歩道橋等の部分用地事務費等を含んでの負担金ということになってございます。 

○議長（瀧本正德君） 荻原勝君。 

○２番（荻原 勝君） では、３点目についてだけ伺います。 
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  この仮設橋ですけども、今まだ通行禁止のような感じになっておりますけども、いつぐら

いから供用開始というか、みんなが渡れるようになるのか伺いたいと思います。 

○議長（瀧本正德君） 建設課長。 

○建設課長（佐々木真君） 仮設歩道橋の供用開始というところでございますけれども、事業

につきましては完成をしてございます。それで、供用開始の部分でございますけれども、仮

設歩道橋については旧橋の撤去の工事、こちらが開始した時点で仮設歩道橋を使用するとい

うことになってございます。それで、旧橋の撤去でございますけれども、予定より遅れてい

るというところでございまして、要因といたしましては、用地交渉に時間を要しているとい

うところでございます。 

  以上です。 

○議長（瀧本正德君） ほかにございませんか。 

  ７番、阿部祐一君。 

○７番（阿部祐一君） 今、２番委員が申されました種山の債務附帯行為のところありますが、

先ほど鶏舎の話がありましたが、確認といたしまして、鶏ふん処理の事業もあるというふう

に聞いておったわけですが、その事業もこれに含まれているのかについて伺います。 

○議長（瀧本正德君） 農政課長。 

○農政課長（横澤則子君） 堆肥の施設については、今年度事業で予算措置はされているんで

すが、そちらはチキンクラスター協議会が直接やり取りをするような事業になってございま

して、コロナの影響もあって、そちらも来年度に繰越しをするというような、今状況になっ

てございます。この事業には含まれておりません。 

○議長（瀧本正德君） ほかにございませんか。 

  村上薫君。 

○６番（村上 薫君） ３点ほどお伺いします。 

  ２０ページの２０款諸収入、５目の雑入の２０ページの下から１番目といいますか、オフ

セット・クレジット料のプラスの２，９００万円の件についてお伺いいたします。 

  普通ですと、こういうふうな多額な金額にはならなかったかなというふうに思ってるんで

すが、こういうふうに大きく金額が伸びてる要因というのは何なのか、お伺いいたします。 

  それから、先ほどの７番委員の畜産クラスターに関わってですが、先ほどのお話ですと、

鶏ふん処理の部分については含まれてはいないということで受け止めたわけですが、実際に

１５万羽ほど増えるということであれば、鶏ふん処理についてのどういうふうになっていく
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のか、今の新田でやっている堆肥工場がありますが、そちらの処理とどういうふうな形で今

後もっていくのか、お伺いいたします。 

  それから、もう１点。３２ページの６款農林業費の２目の林業振興費、ＦＳＣ―ＣＯＣの

認証普及促進事業補助金、今まで３００万円見ておったわけですが、７０万円になったとい

うことで２３０万円減っております。この減ったという理由は、どういうことでこういうふ

うになっているのかお伺いします。 

○議長（瀧本正德君） ここで６番、村上薫君の質問に対しての答弁を保留し、暫時休憩しま

す。 

 

休憩 午前１１時０１分 

 

再開 午前１１時１１分 

 

○議長（瀧本正德君） 再開します。 

  休憩前に保留いたしました６番、村上薫君の質問に対する答弁を求めます。 

  林政課長。 

○林政課長（千葉純也君） 私のほうからは、ジェイバーとＣＯＣについてお答えさせていた

だきます。 

  ジェイバーにつきましては、これまでに本年度１２件の販売があります。そのうちの１件

が大きな購入をしていただいたということで、この金額になっております。 

  それからＣＯＣにつきましては、当初予算では新規という部分も含めて６事業体というこ

とで予算を見ておりましたけれども、実績では２事業体という形になったので、この金額と

いうことになります。 

  以上です。 

○議長（瀧本正德君） 農政課長。 

○農政課長（横澤則子君） 私のほうからは、畜産競争力強化整備事業補助金に関わって気仙

環境保全が行っている、堆肥化処理施設についてお答えをいたします。 

  先ほどの村上委員の、新田のところと今度の新しいところの違いはということでしたけれ

ども、今現在ある新田地区の施設は単価施設でございます。今度新しく整備するところは堆

肥化施設でございます。先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、令和２年度に当初は堆肥



－136－ 

化処理施設を先に造って、来年度、令和３年度に鶏舎の処理施設という流れでございました

けれども、堆肥化処理施設のほうもコロナの影響で繰越しになったというところで、若干、

堆肥化施設が先になるかとは思いますが、並行した形で整備が進んでいくものと捉えており

ます。 

○議長（瀧本正德君） 村上薫君。 

○６番（村上 薫君） オフセット・クレジットにつきましては、大きな購入が１件あったと

いうことで、大変よろしいことだなと。ますますＦＳＣといいますか、そちらのほうも進め

ていかなきゃならんというふうに思いますが、これは２，９００万円というのは、ふるさと

の森づくり基金という形で連動しているということですね。その辺を確認をします。 

  それから、林政課長ですのでＦＳＣのＣＯＣの件ですが、当初１社追加で６社見てたのが、

２事業所ということになったということですが、今後、ＦＳＣの認証林がこれからどんどん

増えていく、増やしているわけですが、そうしますと、町内のＣＯＣ工場がもう不足すると

いう形になりますと、少ないとなりますと、ＦＳＣ材を必要とする場合に町外に頼らざるを

得なくなるということも考えられるわけですが、そういうふうな場合の対応というのは、ど

ういうふうに考えてるのかお聞きします。 

  それから先ほどの畜産クラスターについてですが、新田に今あるのは単価施設ということ

で、種山のほうには新しく堆肥化施設も造るということですが、一番堆肥化のところで問題

になるというのが、周辺の環境への影響ということですが、補助対象の基準として国のほう

では増羽、あるいは拡大ということになりますので、施設等の整備に当たっては常に留意す

ることとしまして、悪臭や水質汚濁等の公害の発生防止を図る観点から、風向きや施設の配

置に十分配慮するということになっております。そこで、町との公害防止協定とかは既に結

んでいるのか、どういうふうになっているのかお尋ねします。 

○議長（瀧本正德君） 林政課長。 

○林政課長（千葉純也君） まずジェイバーのほうですけども、委員おっしゃるとおり、ふる

さとの森林づくり基金に連動しているということで、今後の森林整備等に使用していくとい

うことになりますし、ＣＯＣにつきましては、現段階でも町内の事業所からＦＳＣ材を出せ

る状態ではあるという状況にはあります。今後そういったＦＳＣ材の需要が増えてくれば、

どうなのかという御質問でございますが、今現在、取扱量は多くありません。そういった部

分で、今の段階では十分間に合うものというふうに捉えております。できれば間に合わない

ぐらい出るようであれば、一番いいというふうには思っておりますが、そういう状況であり
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ます。 

  以上です。 

○議長（瀧本正德君） 農政課長。 

○農政課長（横澤則子君） 私からは堆肥化処理施設の環境問題について、お答えをいたしま

す。 

  委員おっしゃるとおり、環境問題には十分配慮をした上で場所の選定、関係住民への周知

を図っているところであります。公害防止協定については、建設後に、整備後に協定を結ぶ

という話合いを行うということで、事業者と調整をしているところであります。 

○議長（瀧本正德君） 村上薫君。 

○６番（村上 薫君） 鶏ふんのほうの処理についてですが、町長はかねてから耕畜連携とい

うことで、堆肥化を進めながら農業のほうでも使っていくというふうなことです。今回は、

そういう循環型というのを、どういうふうにしようとしているのか、説明お願いします。 

○議長（瀧本正德君） 農政課長。 

○農政課長（横澤則子君） 耕畜連携という事業もほかの取組もありますけれども、今回の施

設に関しては、堆肥処理施設をすることによって畜産の環境問題が解決され、耕種農家が利

用するペレット状の鶏ふん堆肥が生産されますので、耕畜連携が図りやすい環境がつくられ

るというふうに考えているところであります。 

○議長（瀧本正德君） ほかにございませんか。 

  ５番、佐々木春一君。 

○５番（佐々木春一君） ２件、伺います。 

  ２５ページの１０目の地域情報通信推進費のうちの１２節の委託料で、支障木等の撤去委

託料がマイナス計上になっているわけです。それで、当町の部分が、電話なり電線なりと併

用して配線になっていると思うんでありますが、この支障木の撤去に当たっては、担当範囲

を町土に隣接する部分が町の管理の対応になっているものかどうか、国土部分はＮＴＴなり

電力会社のほうで担当という、その仕分になっているか、その辺のところを再度確認させて

いただければと思います。というのは１つ、私たちの銘木と称してもいいぐらいな桜の木々

がﾀｷﾉﾊﾗﾂﾅｲとｵｵｻｷﾂﾅｲで伐採になって、個人的には残念だったなと。伐採に当たっては、木

の診断をしたら中に空洞が出ているというようなことで、そのまま放置していると危険とい

う判断もしながら伐採に至ったということでありますけれども、この支障木撤去等、作業に

当たってのそういったそのようなところの連携のところがどうなのか、確認させていただけ
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ればと思います。 

  ２つ目は、３５ページの教育費の中での２目の事務局費の中で２０節貸付金、奨学貸付基

金が５４８万円の減額になっているわけですが、今年はコロナ禍の中で、大変在町の大学生

を中心に大変生活苦といいますか、そういったことが一般的に報道になっております。また、

大学では対面の講義が受けられなくて、リモート等というようなことで、そういう設備のこ

とも考えなければならないというようなことがあって、新たに入学時ばかりでなく、途中、

奨学金の利用もあってよかったのかなということが考えられるものですから、そういった御

相談がなかったものか、確認させていただければと思います。 

  以上です。 

○議長（瀧本正德君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（菅野享一君） 私のほうからは、１点目の電線の支障木の関係について、お

答えいたします。 

  まず、道路等で担当区分があるかどうかといったところなんですが、特にその町道、国道、

県道によってそれぞれの業者が担当ということではなくて、その線、支障となって木がどう

いう線にかかっているかによって、やるようになってございます。それで、今回の支障木に

ついては、町として直接やる部分は少なかったので、その分減額している形にはなりますの

で、ＮＴＴであるとか東北電力さんとか同じような線のところについては、それぞれ対応さ

せてもらっているということで、道路ということではなく判断しているところでございます。 

○議長（瀧本正德君） 教育次長。 

○教育次長（伊藤豊彦君） 私のほうからは、２点目の奨学金貸付金についてであります。 

  今回の補正予算の減額は、当初予定していた人数よりも応募してきた方々、そして決定に

なった方が少なかったため、それに応じての減額ということになります。減額する際には、

２月いっぱいまで再募集をしておりました。このコロナ禍ということで、もし奨学金を途中

からでも借りたいといった申出があれば、それに対応するということで広報等もしておりま

したが、そのお１人分ぐらいは残してということで、ぎりぎりまで補正で減額するところで

ありますが、その間、追加での応募はなかったところであります。それから、借りている

方々についても、返還の延伸とかそういった相談もなかったところであります。現役の学生、

それから返還している方々、それぞれから特に奨学金に関わる相談はなかったところであり

ます。 

○議長（瀧本正德君） 佐々木春一君。 
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○５番（佐々木春一君） 支障木の処理について確認させていただきますが、そうしますと支

障になる木等があった場合には、地権者並びに所有者の方と支障木を撤去する業者の中で確

認をして処理してもらうというふうなことで、銘木に近い木であっても町に相談になる、あ

るいは木の診断でこれを維持する対策等の相談等もこれまでないわけでありますね。今後も

そういう銘木が道路を、あるいは配線に影響のあると見られるところがあるものですから、

今後、それらの対応をどのように考えていくかという部分で、再度確認させていただければ

と思います。 

○議長（瀧本正德君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（菅野享一君） 線とかに支障の出る木の伐採についてはもちろん、委員の御

質問のとおり、所有者等に確認した上でお願いをして伐採をしてという通常の方法になって

ございますし、業者等々と連携しながらやらせてもらってます。 

  銘木に関しましては、すみません、私は知識が足らなくて申し訳ないんですが、町内のど

れが銘木かというところまではちょっと把握してございませんでして、今後、もしそういっ

た貴重な樹木等があって、それがその対象になるということが、もしあるのであれば、まず

御相談いただいた上で、例えばルートを変わるとか何か、もちろん費用も関わってくるわけ

ですけれども、そういったところの御相談については受けることはいいのかなというふうに

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（瀧本正德君） 佐々木春一君。 

○５番（佐々木春一君） 特に本町の場合、銘木・名勝の指定の制度がないもんですから、御

紹介しますと、遠野市の場合にそういう制度もあって、維持管理を所有者と町で協力してや

ってるというふうな事例もございます。あとは、私の下有住の下では、高瀬の桂の木などは

看板も立てながらしておるわけでして、そういった部分もあって、今後そういった取組をど

うするかということは、今後の課題としてそういう事例もあるということを念頭に置きなが

ら対応してもらえればということで終わります。 

○議長（瀧本正德君） ほかにございませんか。 

  これで質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。 

  原案に反対者の発言を許します。 

          〔発言する人なし〕 

○議長（瀧本正德君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 
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          〔発言する人なし〕 

○議長（瀧本正德君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第７号 令和２年度住田町一般会計補正予算（第１１号）を採決します。 

  議案第７号は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

          〔起立多数〕 

○議長（瀧本正德君） 起立多数であります。 

  したがって、議案第７号 令和２年度住田町一般会計補正予算（第１１号）は、原案のと

おり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第７ 議案第８号 

○議長（瀧本正德君） 日程第７、議案第８号 令和２年度住田町国民健康保険特別会計補正

予算（第４号）を議題とします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 

  町民生活課長、紺野勝利君。 

○町民生活課長（紺野勝利君） 議案第８号 令和２年度住田町国民健康保険特別会計補正予

算（第４号）について御説明いたします。 

  今回の予算補正は、規定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ３，９４１万円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億９，３３４万８，０００円とするものであります。 

  補正の内容について、２ページ第１表、歳入歳出予算補正により御説明いたします。 

  初めに、歳入について御説明いたします。 

  なお、詳細は６ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書２．歳入を御覧ください。 

  １款国民健康保険税１３５万７，０００円の増は、一般被保険者国民健康保険税１３５万

９，０００円の増が主なものであります。 

  ３款県支出金３，４１１万１，０００円の減は、普通交付金３，４１４万４，０００円の

減と、特別交付金３万３，０００円の増によるものであります。 

  ４款財産収入１万２，０００円の増は、基金運用収入の増によるものであります。 

  ５款繰入金６４６万１，０００円の減は、一般会計繰入金３２７万９，０００円の減と、

財政調整基金繰入金３１８万２，０００円の減によるものであります。 
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  ７款諸収入２０万７，０００円の減は、特定健康診査自己負担金の減によるものでありま

す。 

  次に、歳出について御説明いたします。 

  詳細は８ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書３．歳出を御覧ください。 

  １款総務費５万円の増は、一般管理費の増によるものであります。 

  ２款保険給付費３，４０８万８，０００円の減は、療養諸費３，０１１万８，０００円の

減と高額療養費３９７万円の減によるものであります。 

  ３款国民健康保険事業費納付金２５３万７，０００円の減は、一般被保険者医療費給付分

２８５万６，０００円の減と、一般被保険者後期高齢者支援均等分３１万９，０００円の増

によるものであります。 

  ５款保険事業費２７４万６，０００円の減は保健衛生普及費３３万円の減と、特定健康診

査等事業費２４１万６，０００円の減によるものであります。 

  ６款基金積立金１万２，０００円の増は、基金運用収入積立金２万９，０００円の増と、

国庫財政調整基金利子積立金１万７，０００円の減によるものであります。 

  ８款諸支出金１０万１，０００円の減は、一般会計繰出金の減によるものであります。 

  以上で、説明を終わります。 

○議長（瀧本正德君） これから質疑を行います。 

  発言を許します。 

          〔発言する人なし〕 

○議長（瀧本正德君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  原案に反対者の発言を許します。 

          〔発言する人なし〕 

○議長（瀧本正德君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

          〔発言する人なし〕 

○議長（瀧本正德君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第８号 令和２年度住田町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）を採

決します。 

  議案第８号は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

          〔起立多数〕 
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○議長（瀧本正德君） 起立多数であります。 

  したがって、議案第８号 令和２年度住田町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第８ 議案第９号 

○議長（瀧本正德君） 日程第８、議案第９号 令和２年度住田町介護保険特別会計補正予算

（第４号）を議題とします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 

  保健福祉課長、佐々木光彦君。 

○保健福祉課長（佐々木光彦君） 議案第９号 令和２年度住田町介護保険特別会計補正予算

（第４号）について説明いたします。 

  今回の補正予算は、保険事業勘定歳入歳出予算の補正であり、規定の歳入歳出予算の総額

から、歳入歳出予算それぞれの９０９万７，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出予算それぞれ１０億４，５４１万３，０００円にしようとするものであります。 

  補正後の歳入歳出予算を２ページ、第１表、歳入歳出予算補正により説明いたします。 

  ２ページをお開きください。 

  まず、歳入について説明いたします。 

  なお、詳細は６ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書２．歳入を御覧ください。 

  １款保険料、１項介護保険料２４７万円の減は、第１号被保険者特別徴収保険料７０万３，

０００円と、普通徴収保険料１７６万７，０００円の減であります。 

  ３款国庫支出金、１項国庫負担金６１万円の減は、介護給付費負担金の減、同じく２項国

庫補助金４８万６，０００円の減は、調整交付金３８万７，０００円の減、地域支援事業交

付金介護予防日常生活支援総合事業４５万６，０００円の減、地域支援事業交付金介護予防

日常生活支援総合事業以外１１６万６，０００円の減、保険者機能強化推進交付金３７万４，

０００円の減、介護保険事業費補助金９３万６，０００円の増、介護保険保険者努力支援交

付金９１万６，０００円の増、介護保険災害等臨時特例補助金４万５，０００円の増であり

ます。 

  ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金１６５万４，０００円の減は、介護給付費交付
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金１１６万１，０００円の減、地域支援事業支援交付金４９万３，０００円の減であります。 

  ５款県支出金、１項県負担金７８万８，０００円の減は、介護給付費負担金の減、同じく

２項県補助金７２万円の減は、地域支援事業交付金介護予防日常生活支援総合事業２２万７，

０００円の減、地域支援事業交付金介護予防日常生活支援総合事業以外５８万２，０００円

の減、介護保険サービス利用者負担特例措置支援事業費補助金８万９，０００円の増であり

ます。 

  ６款財産収入、１項財産運用収入１万７，０００円の増は、介護給付費準備基金利子１万

８，０００円の減、基金運用収入３万５，０００円の増であります。 

  ７款繰入金、１項一般会計繰入金２３８万６，０００円の減は、介護給付費繰入金５３万

８，０００円の減、地域支援事業交付金介護予防日常生活支援総合事業２２万７，０００円

の減、地域支援事業交付金介護予防日常生活支援総合事業以外５８万２，０００円の減、事

務費等繰入金１０３万９，０００円の減であります。 

  次に、歳出について説明いたします。 

  詳細は９ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書３．歳出を御覧ください。 

  １款総務費、１項総務管理費３３万９，０００円の増は、介護保険運営協議会委員報酬１

２万２，０００円の減及び電算システム改修委託料４６万１，０００円の増、同じく３項認

定調査費３３万９，０００円の減は、主治医意見書作成料２５万１，０００円の減及び認定

調査委託料８万８，０００円の減、同じく４項介護認定審査会費１０万３，０００円の減は

気仙広域連合負担金の減であります。 

  ２款保険給付費、１項介護等給付費４３０万円の減は、居宅介護サービス給付費７００万

円の減、施設介護サービス給付費５００万円の減、地域密着型介護サービス給付費８３０万

円の増が主なものであります。 

  ４款基金積立金、１項基金積立金１万７，０００円の増は、介護給付費準備基金運用収入

積立金３万５，０００円の増、利子積立金１万８，０００円の減であります。 

  ５款地域支援事業、１項包括的支援事業任意事業３０３万２，０００円の減は、地域包括

支援センター運営協議会委員報酬１３万６，０００円の減、生活支援コーディネーター設置

事業委託料１８１万８，０００円の減、認知症カフェ運営委託料３４万１，０００円及び認

知症地域支援推進員設置事業委託料１６万５，０００円の減、家族介護用品購入費助成金２

７万３，０００円の減が主なものであります。同じく２項介護予防生活支援サービス事業１

６７万９，０００円の減は、介護予防生活支援サービス事業委託料４０万６，０００円の減、
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介護予防ケアマネジメント業務委託料３５万６，０００円の減、システム更新工事費３１万

９，０００円の減、システム機器購入費４７万８，０００円の減が主なものであります。 

  以上で、説明を終わります。 

○議長（瀧本正德君） これから質疑を行います。 

  発言を許します。 

          〔発言する人なし〕 

○議長（瀧本正德君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  原案に反対者の発言を許します。 

          〔発言する人なし〕 

○議長（瀧本正德君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

          〔発言する人なし〕 

○議長（瀧本正德君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第９号 令和２年度住田町介護保険特別会計補正予算（第４号）を採決し

ます。 

  議案第９号は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

          〔起立多数〕 

○議長（瀧本正德君） 起立多数であります。 

  したがって、議案第９号 令和２年度住田町介護保険特別会計補正予算（第４号）は、原

案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第９ 議案第１０号 

○議長（瀧本正德君） 日程第９、議案第１０号 令和２年度住田町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号）を議題とします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 

  町民生活課長、紺野勝利君。 

○町民生活課長（紺野勝利君） 議案第１０号 令和２年度住田町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号）について御説明いたします。 
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  今回の補正予算は、規定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３８３万２，０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７，７５６万８，０００円にしようとす

るものです。 

  補正の内容について、２ページ、第１表、歳入歳出予算補正により御説明いたします。 

  初めに、歳入について御説明いたします。 

  詳細は４ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書２．歳入を御覧ください。 

  １款後期高齢者医療保険料３４９万４，０００円の増は、特別徴収保険料２９６万２，０

００円の増と普通徴収保険料５３万２，０００円の増によるものであります。 

  ３款繰入金３３万８，０００円の増は、保険基盤安定繰入金の増であります。 

  次に、歳出について御説明いたします。 

  詳細は４ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書３．歳出を御覧ください。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金３８３万２，０００円の増は、後期高齢者医療広域連

合納付金及び保険基盤安定負担金の増によるものです。 

  以上で、説明を終わります。 

○議長（瀧本正德君） これから質疑を行います。 

  発言を許します。 

          〔発言する人なし〕 

○議長（瀧本正德君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  原案に反対者の発言を許します。 

          〔発言する人なし〕 

○議長（瀧本正德君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

          〔発言する人なし〕 

○議長（瀧本正德君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第１０号 令和２年度住田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

を採決します。 

  議案第１０号は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

          〔起立多数〕 

○議長（瀧本正德君） 起立多数であります。 

  したがって、議案第１０号 令和２年度住田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）
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は、原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第１０ 議案第１１号 

○議長（瀧本正德君） 日程第１０、議案第１１号 令和２年度住田町簡易水道事業会計補正

予算（第３号）を議題とします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 

  建設課長、佐々木真君。 

○建設課長（佐々木真君） 議案第１１号 令和２年度住田町簡易水道事業会計補正予算（第

３号）について御説明いたします。 

  議案書１ページを御覧ください。 

  第１条は総則を記載したものであります。 

  第２条の収益的収入及び支出の補正ですが、支出の既決予定額に１６５万８，０００円を

増額しようとするものであります。 

  第３条の資本的収入及び支出の補正ですが、収入は既決予定額から２６４万円を減額し、

その補填財源を改めようとするものであります。 

  補正予算の内容を、補正予算実施計画により御説明申し上げます。 

  ３ページをお開き願います。 

  収益的収入及び支出の補正は、１款１項２目排水費及び給水費の修繕費の増、同じく６目

資産減耗費は固定資産受託費実績見込みによる増で、合計１６５万８，０００円を増額する

ものです。 

  資本的収入及び支出の収入の補正は、１款４項１目他会計補助金の収入見込みにより既決

予定額から２６４万円を減額しようとするものであります。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（瀧本正德君） これから質疑を行います。 

  発言を許します。 

          〔発言する人なし〕 

○議長（瀧本正德君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 
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  原案に反対者の発言を許します。 

          〔発言する人なし〕 

○議長（瀧本正德君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

          〔発言する人なし〕 

○議長（瀧本正德君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第１１号 令和２年度住田町簡易水道事業会計補正予算（第３号）を採決

します。 

  議案第１１号は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

          〔起立多数〕 

○議長（瀧本正德君） 起立多数であります。 

  したがって、議案第１１号 令和２年度住田町簡易水道事業会計補正予算（第３号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 議案第１２号 

○議長（瀧本正德君） 日程第１１、議案第１２号 令和２年度住田町下水道事業会計補正予

算（第３号）を議題とします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 

  建設課長、佐々木真君。 

○建設課長（佐々木真君） 議案第１２号 令和２年度住田町下水道事業会計補正予算（第３

号）について御説明いたします。 

  第１条は総則を記載したものであります。 

  第２条の収益的収入及び支出の補正ですが、支出は既決予定額から７８万円を減額しよう

とするものであります。 

  第３条の資本的収入及び支出の補正ですが、収入は既決予定額から３５１万円を減額する

ものとし、その補填財源を改めようとするものであります。 

  補正予算の内容を、補正予算実施計画により御説明申し上げます。 

  ３ページをお開き願います。 

  収益的収入及び支出の補正は、１款１項１目管路施設管理費、同じく２目処理場施設管理

費、同じく４目総係費は実績見込みにより不用額を減額し、同じく６目資産減耗費は不足額
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を増額し、支出合計で既決予定額から７８万円を減額しようとするものです。 

  次に、資本的収入及び支出の収入の補正は、１款２項１目他会計補助金の収入見込みによ

り既決予定額から３５１万円を減額するものであります。 

  以上で、説明を終わります。 

○議長（瀧本正德君） これから質疑を行います。 

  発言を許します。 

          〔発言する人なし〕 

○議長（瀧本正德君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  原案に反対者の発言を許します。 

          〔発言する人なし〕 

○議長（瀧本正德君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

          〔発言する人なし〕 

○議長（瀧本正德君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第１２号 令和２年度住田町下水道事業会計補正予算（第３号）を採決し

ます。 

  議案第１２号は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

          〔起立多数〕 

○議長（瀧本正德君） 起立多数であります。 

  したがって、議案第１２号 令和２年度住田町下水道事業会計補正予算（第３号）は、原

案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第１２～日程第１７ 議案第１号～議案第６号 

○議長（瀧本正德君） 日程第１２、議案第１号 令和３年度住田町一般会計予算、日程第１

３、議案第２号 令和３年度住田町国民健康保険特別会計予算、日程第１４、議案第３号 

令和３年度住田町介護保険特別会計予算、日程第１５、議案第４号 令和３年度住田町後期

高齢者医療特別会計予算、日程第１６、議案第５号 令和３年度住田町簡易水道事業会計予

算、日程第１７、議案第６号 令和３年度住田町下水道事業会計予算を一括議題とします。 
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  提案理由の説明を求めます。 

  企画財政課長、菅野享一君。 

○企画財政課長（菅野享一君） 議案第１号から議案第６号まで、各会計の令和３年度予算に

ついて御説明をいたします。 

  まず、議案第１号 令和３年度住田町一般会計予算の概要について御説明いたします。 

  予算書の１ページを御覧ください。 

  予算総額は歳入歳出それぞれ４８億５，０００万円で、前年度当初予算比１億５，０００

万円、３％の減であります。歳入歳出予算の款ごとの概要については、第１表、歳入歳出予

算で御説明いたします。債務負担行為につきましては、９ページの第２表、地方債につきま

しては、１０ページの第３表のとおりでございます。一時借入金の借入最高額については、

６億円定めようとするものであります。 

  それでは、第１表、歳入歳出予算により、款ごとの概要を御説明いたします。 

  ２ページをお開き願います。 

  なお、前年度当初予算との比較については１１ページ、歳入歳出予算項別明細書の歳入を

御覧ください。 

  １款徴税は４億６，９２０万５，０００円で、前年度比１，６６０万１，０００円の減は、

法人町民税の減が主なものであります。 

  ２款地方譲与税は６，９４９万２，０００円、３款利子割交付金は４９万円、４款配当割

交付金は８９万円、５款株式等譲渡所得割交付金は７１万円、６款法人事業税交付金は４５

０万円、７款地方消費税交付金は１億円、８款環境性能割交付金は２１０万円、９款地方特

例交付金は５７４万６，０００円、１０款地方交付税は２３億２，０００万円、１１款交通

安全対策特別交付金は６８万円で、いずれも所要の見積額を計上しているものでございます。 

  １２款分担金及び負担金は１，０２２万３，０００円で、前年度比１７６万１，０００円

の減は、老人保健措置費一部負担金の減が主なものであります。 

  １３款使用料及び手数料は９，１２７万４，０００円で、前年度比９１万７，０００円の

増は、町営住宅使用料の増が主なものであります。 

  １４款国庫支出金は２億５，１８１万９，０００円で、前年度比１，０５３万４，０００

円の減は、社会資本整備総合交付金の減が主なものであります。 

  １５款県支出金は２億５，８６９万円で、前年度比１，２６４万３，０００円の増は、衆

議院議員総選挙執行委託金の増が主なものであります。 
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  １６款財産収入は７，１５２万１，０００円で、前年度比５３４万５，０００円の増は、

土地貸付料の増が主なものであります。 

  １７款寄付金は１，６００万１，０００円で、前年度比６００万円の増であります。 

  １８款繰入金は７億３，１６３万５，０００円で、前年度比２，７２９万９，０００円の

減は、財政調整基金繰入金の減が主なものであります。 

  １９款繰越金は５，８２３万９，０００円で、前年度比３，５０５万９，０００円の増で

あります。 

  ２０款諸収入は５，８９８万５，０００円で、前年度比３３４万７，０００円の減であり

ます。 

  ２１款町債は３億２，７８０万円で、前年度比３億３，１１０万円の減は、上有住地区公

民館整備の減が主なものであります。 

  続きまして、歳出について御説明いたします。 

  ６ページをお開き願います。 

  なお、前年度当初予算との比較については１３ページ、歳入歳出予算事項別明細書の歳出

を御覧願います。 

  １款議会費は７，２６１万１，０００円で、前年度比１４３万７，０００円の減は議場音

響機器購入費の減が主なものであります。 

  ２款総務費は８億４，１５３万９，０００円で、前年度比１億５，４２８万７，０００円

の増は、仕事・学びの場創出事業関連予算の計上が主なものであります。 

  ３款民生費は１１億６，６６７万７，０００円で、前年度比５，８１８万３，０００円の

増は、応急仮設住宅解体等工事費の計上が主なものであります。 

  ４款衛生費は４億３，０９４万４，０００円で、前年度比１，０６９万３，０００円の減

は、岩手沿岸南部広域環境組合負担金の減が主なものであります。 

  ５款労働費は６２万９，０００円で、前年度比と同額であります。 

  ６款農林業費は３億８，３４６万７，０００円で、前年度比１，１１３万５，０００円の

増は、森林環境保全直接支払事業委託料の増が主なものであります。 

  ７款商工費は７，９８９万３，０００円で、前年度比６４１万４，０００円の減は、木工

館浄化槽設置工事費の減が主なものであります。 

  ８款土木費は３億８７６万円で、前年度比２億２，４１５万５，０００円の減は、町営住

宅新築工事関連予算の減が主なものであります。 
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  ９款消防費は３億７０２万４，０００円で、前年度比６，３６７万９，０００円の増は、

防災行政無線同報系親局設備更新工事費の計上が主なものであります。 

  １０款教育費は５億１，２２９万６，０００円で、前年度比２億４，８０６万１，０００

円の減は、上有住地区公民館新築工事関連予算の減が主なものであります。 

  １１款災害復旧費は１万８，０００円で、前年と同額であります。 

  １２款公債費７億２，４４３万７，０００円で、前年度比４，５８３万３，０００円の増

は、過疎対策事業債の元金の増が主なものであります。 

  １３款諸支出金は１，５００万円で、前年度比５００万円の増であります。 

  １４款予備費は６７０万５，０００円で、前年度比２６４万３，０００円の増であります。 

  なお、令和３年度の主な事業につきましては、既に配付しております別冊の令和３年度一

般会計歳入歳出予算の概要と主な事業のとおりとなっております。 

  以上が、一般会計予算の概要でございます。 

  次に議案第２号、令和３年度 住田町国民健康保険特別会計予算の概要について御説明い

たします。 

  予算書の９９ページを御覧ください。 

  予算総額は歳入歳出それぞれ６億３，９６４万５，０００円で、前年度当初予算比３，７

９７万２，０００円、５．６％の減は保険給付費の減が主なものであります。一時借入金の

借入の最高額については、３，０００万円定めようとするものであります。歳入歳出予算の

款ごとの説明につきましては、省略させていただきます。 

  次に、議案第３号 令和３年度住田町介護保険特別会計予算の概要について、御説明いた

します。 

  予算書の１１７ページを御覧ください。 

  保険事業勘定の予算総額は、歳入歳出それぞれ１０億２，４０４万９，０００円で、前年

度比４４２万３，０００円、０．４％の減は、地域包括支援センターシステム更新費用の減

が主なものであります。 

  介護サービス事業勘定の予算総額は、歳入歳出それぞれ１５１万円で、前年度比１０８万

６，０００円、４１．８％の減、一般会計繰出金の減が主なものであります。一時借入金の

借入の最高額については、保険事業勘定において５，０００万円と定めようとするものであ

ります。歳入歳出予算の款ごとの説明につきましては、省略させていただきます。 

  次に、議案第４号 令和３年度住田町後期高齢者医療特別会計予算の概要について、御説
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明いたします。 

  予算書の１４１ページを御覧ください。 

  予算総額は、歳入歳出それぞれ７，９０９万８，０００円で、前年度比５７６万９，００

０円、７．９％増、後期高齢者の広域連合納付金の増が主なものであります。歳入歳出予算

の款ごとの説明につきましては、省略させていただきます。 

  次に、議案第５号 令和３年度住田町簡易水道事業会計予算の概要について、御説明いた

します。 

  予算書の１ページを御覧ください。 

  業務の予定量は、給水件数１，６４６件、総給水量４２万立方メートルであります。収益

的収支は収入１億７，２９６万２，０００円、支出１億４，７９２万円であります。資本的

収支は収入１億９００万４，０００円、支出１億３，７０９万４，０００円であります。支

出に対する不足額２，８０９万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２５

５万３，０００円及び当年度分損益勘定留保資金２，５５３万７，０００円により補填する

ものであります。 

  そのほか、一時借入金の限度額、予定支出との各項の経費の金額の流用、議会の議決を経

なければ流用することのできない経費、他会計からの補助金及び棚卸資産の購入限度額につ

きましては、それぞれ定めるものであります。款ごとの説明につきましては、省略させてい

ただきます。 

  次に議案第６号 令和３年度住田町下水道事業会計予算の概要について、御説明いたしま

す。 

  予算書の１ページを御覧ください。 

  業務の予定量は、接続戸数６５０戸、総排水量１６万９，７００立方メートルであります。

収益的収支は収入１億５，３８４万２，０００円、支出１億５，２７２万９，０００円であ

ります。資本的収支は収入３，６６５万円、支出３，６６７万７，０００円であります。支

出に対する不足額２万７，０００円は、当年度分損益勘定留保資金により補填するものであ

ります。 

  そのほか、一時借入金の限度額、予定支出の各項の経費の金額の流用、議会の議決を経な

ければ流用することができない経費及び他会計からの補助金につきましては、それで定める

ものであります。款ごとの説明につきましては、省略させていただきます。 

  以上、議案第１号から第６号まで、令和３年度住田町各会計の予算案の説明を終わります。 



－153－ 

○議長（瀧本正德君） お諮りします。 

  議案第１号から議案第６号までの各会計予算については、議長を除く全員をもって構成す

る予算審査特別委員会と設置し、これに付託して審査したいと思います。 

  御異議、ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（瀧本正德君） 異議なしと認めます 

  したがって、議案第１号から議案第６号までの各会計予算については、議長を除く全員を

もって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託することに決定しました。 

  なお、この予算審査特別委員会は正・副委員長互選のため、本日本会議散会後、引き続き

当議会、議場において、招集することといたします。 

  改めて通知は差し上げませんので、御了承願います。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（瀧本正德君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれで散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後０時０４分 

─────────────────────────────────────────── 
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